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第４章 消防用設備等の技術上の審査基準 

第１ 消火器具 

 

１ 構成 

  消火器具は、火災の初期消火を目的とするもので、火災発生時に人が操作することにより消 

火し、取扱いが容易なものである。 

２ 用語の意義 

⑴ 「消火器具」とは、消火器と簡易消火用具を総称したものをいう。 

⑵ 「消火器」とは、水その他消火剤を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するも 

の（固定した状態で使用するもの及びエアゾール式簡易消火具を除く。）をいう。 

⑶ 「簡易消火用具」とは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石及び膨張真珠岩をいう。 

 ⑷ 「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高 

さの３分の１以上のものをいう。 

⑸ 「防火対象物の階ごとに」とは、歩行距離の判定の単位を階ごとにすることとしたもので 

ある。階ごとに設けることとしたのは、速やかに消火のため使用できるよう時間的条件等を 

配慮したものである。 

⑹ 「各部分から」とは、「どの部分からも」という意味である。したがって、当該場所のい 

ずれの部分からも歩行距離 20ｍ以下に消火器具が設けてあることが必要である。 

⑺ 「歩行距離」とは、実際に人が歩いた場合の通常の動線によって測った距離をいう。した 

がって、設備、物件、壁等の障害物などがあれば、そこを回り込んで距離を測定する。 

３ 消火器の種類と適応性 

⑴ 消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治省令第 27 号。以下「規 

格省令」という。）に適合したものであること。 

⑵ 前⑴の消火器に充てんされる消火器用消火薬剤は、「消火器用消火薬剤の技術上の規格を 

定める省令」（昭和 39年自治省令第 28号）に適合したものであること。 

 ⑶ 適応性は、政令第 10条第２項第１号（政令別表第２）によること。 

４ 能力単位 

⑴ 消火器の能力単位は、省令第６条第１項及び規格省令によること。 

⑵ 能力単位の算定 ◆ 

  ア 省令第６条から第８条まで及び条例第 35条の規定による。（第 1－1表参照） 
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第 1－1表 

 防火対象物の区分 必要単位数等 

省

令 

令別表第１(１)項イ、(２)項、(16 の 2)項、(16 の 3)項

及び(17)項に掲げる防火対象物 
[単位数］ 

面積※１÷ 50 ㎡〔100 ㎡〕※２ 

令別表第１(３)項（150 ㎡未満）に掲げる防火対象物の

うち火を使用する設備又は器具を設けたもの ※3 
[単位数］ 

面積※１÷100 ㎡〔200 ㎡〕※２、４ 

令別表第１(１)項口、(３)項（150 ㎡以上）から(６)項

まで、(９)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火

対象物 

[単位数］ 

面積※１÷100 ㎡〔200 ㎡〕※２ 

令別表第１(７)項、(８)項、(10)項、(11)項及び（15)

項に掲げる防火対象物 
[単位数］ 

面積※１÷200 ㎡〔400 ㎡〕※２ 

少量危険物 [単位数］ 

貯蔵又は取扱い数量 ÷ 指定数量 

指定可燃物 [単位数］ 

貯蔵又は取扱い ÷（危政令別表第４の 

数量        数量×50） 

変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある

場所 
床面積 100 ㎡以下ごとに１個以上 

鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用す

る場所 ※5 
[単位数］ 床面積÷25 ㎡ 

条

例 

令別表第１(５)項、（12）項、（13）項イに掲げる防火

対象物で主要構造部が木造で、延べ面積が 100 ㎡以

上のもの 

1単位以上 

令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が

300 ㎡以上のもの 
管理について権原を有する者の使用する

部分ごとに 1 単位以上 

令第 10条第１項の規定により令別表第１(16)項に掲げ

る防火対象物で管理について権原を有する者が複数と

なるもの 

管理について権原を有する者の使用する

部分ごとに省令第 6 条第 1 項に規定する

面積で除した数値以上の単位数 

 

※１ 防火対象物及びその部分の延べ面積又は床面積 

※２ 〔 〕内の数値は、主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料で仕上げた場合に適用す 

る。（省令第６条第２項） 

※３ 調理を目的とした、直接火を使用する設備器具に限る。当該設備器具が設置されている場 

合も、防火上有効な措置（調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置等）を講 

じたものは規制から除く。（資料１ 小規模特定飲食店等の消火器設置基準フローチャート

参照） 

※４ 火を使用する設備又は器具が設置された階ごとに各部分から歩行距離 20 メートル以下と 

なるように設置すること。 

※５ 省令第 6条第 5項の規定により、小規特定模飲食店等については、「少量危険物又は指定可

燃物を貯蔵し、又は取扱う対象物」と「地階、無窓階または３階以上の階で 50 ㎡以上の階」

以外については、加算を要しない。 

イ 能力単位の算定方法 

(ｱ) 政令第 10条第１項の規定との関連における条例第 35条の規定の適用は、次によるこ 

と。なお、防火対象物の一部が政令の適用を受ける場合は、政令の適用部分は省令第６ 

条第１項の規定を適用し、政令の適用を受けない部分は１単位以上の数値の設置とする 

こと。(第 1－1～1－3図参照) 
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(ｲ) 少量危険物、指定可燃物の算定 

ａ 少量危険物(屋内で灯油 490ℓを貯蔵する場合) 

490ℓ ÷ 1,000ℓ（指定数量）＝ 0.49 → １単位 

◎ 少量危険物部分の能力単位の数値は１単位 

    ｂ 指定可燃物 

      倉庫内に綿花類を 4,000kg 貯蔵する場合 

      4,000kg ÷（政令で定める数量 200kg×50）＝ 0.4 → １単位 

      ◎ 指定可燃物部分の能力単位の数値は１単位 

（ｳ） 電気設備設置部分（屋内変電設備 床面積 150㎡の場合）の算定 

      150㎡ ÷ 100㎡ ＝ 1.5 → ２個 

      ◎ 電気設備設置部分の設置個数は２個 

    電気設備設置部分の床面積の算定は、当該設備がすえ付けられた部分の周囲に水平距離 

５m の線で囲んだ部分の面積（同一室内に電気設備が２以上設置されている場合は、その 

合計面積をいう。以下、多量の火気を使用する場所の算定にあっても同様の取扱いとす 

る。）をいう。（第 1－4図参照） 

 

火を使用する設備がない場合、政令の適用は受けない

が、全体が(16)項で延べ面積 300 ㎡以上のため条例規

制となる 

 
当該防火対象物の能力単位の数値は 1 単位 
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第 1－4図 

 

    注） なお、水平距離５mの範囲が、設置している電気室等以上の範囲となる場合におい 

て、当該室の壁、床、天井が不燃材料、出入口が防火設備である防火戸（自閉式又は 

煙感知器連動閉鎖）で区画されている場合は､当該区画された部分の面積とする。 

（ｴ） 多量の火気を使用する場所（ボイラー室 床面積 50㎡の場合）の算定 

        50㎡ ÷ 25㎡ ＝ ２ → ２単位 

       ◎ 当該部分の能力単位の数値は２単位 

⑶ 省令第６条第４項及び第５項に定める場所とは、次によること。◆ 

  ア 「変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備」（省令第６条第４項）のある場所と 

は、次に掲げる電気設備等がある場所等をいう。 

(ｱ) 蓄電池設備（定格容量と電槽数の積の合計が 4,800 アンペアアワー・セル以上のもの 

に限る｡） 

(ｲ) 燃料電池発電設備（出力 10kw以上のものに限る｡） 

（ｳ） 使用電圧が直流にあっては 750V、交流にあっては 600V を超えるもので、かつ、5kVA 

以上の電気設備 

イ 「鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所」（省令第６条第５ 

項）とは、次に掲げる場所をいう。 

(ｱ) 学校給食用・家庭科教室の厨房、営業用の厨房など（個人の厨房及び事務所等で使用 

されている小規模な給湯室を除く。） 

(ｲ) 営業用食品加工炉及びかまどを設置する場所 

(ｳ) 工業炉及びかまどを設置する場所 

(ｴ) 熱風炉、多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉の他、据付面積２平方メートル以 

上の炉（個人の住居に設けるものを除く。）を設置する場所 

(ｵ) 公衆浴場の火焚場 

(ｶ) 火葬場のかま場 

(ｷ) 焼却炉を設置する場所 

(ｸ) 飲食店の小規模ガスコンロを設置する場所（防火上有効な措置を講じたものを除く。） 

(ｹ) サウナ設備を設置する場所（個人の住居に設けるものを除く。） 

(ｺ) くん製設備を設置する場所（個人の住居に設けるものを除く。） 

(ｻ) ボイラー（労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第１条第３号に定めるも 

のを除く。）を設置する場所 

(ｼ) 給湯湯沸設備(入力 70 キロワット未満のもの及び個人の住居に設けるものを除く。)を

設置する場所 

(ｽ) 温風暖房機(入力 70キロワット未満のもの及び個人の住居に設けるものを除く。)を設 

置する場所 

(ｾ) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)を設置する場所 

(ｿ) ヒートポンプ冷暖房機(入力 70キロワット以上の内燃機関によるものに限る。)を設置 

する場所 



5 

 

５ 設置及び配置等 

⑴ 設置場所 

  ア 政令第 10 条第２項第２号に規定する｢使用に際して容易に持ち出すことができる箇所｣ 

とは、省令第６条第６項に規定の｢歩行距離 20m の配置｣を満足する範囲で、廊下、通路の 

避難上支障ない位置に設置するとともに、室内に設置する場合は出入口付近に設置するこ 

と。★ 

  イ 省令第９条第２号に規定する｢水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれ 

が少ない箇所｣への設置及び保護措置とは、次によること。 ◆ 

(ｱ) 設置 

    ａ 容器、部品が腐食するおそれのない場所に設置すること。 

    ｂ 消火器に表示された使用温度範囲外となるおそれのない場所に設置すること。 

    ｃ 屋外等で雨水等の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。 

(ｲ) 保護措置 

    ａ 水使用室に対する腐食防護措置として壁体・架台上の設置。 

    ｂ 直射日光、雨水に対する使用温度・腐食防護措置としての保護箱設置。 

    ｃ 腐食性ガス発生場所に対する防護措置としてのビニールカバー等の設置。 

⑵ 配置 

   省令第６条第６項及び省令第７条第１項によるほか、次によること。★ 

ア 精神病院は、省令第６条第１項及び第２項等の規定により算定した能力単位のものを各 

階のナースステーションに集中設置できるものとする。 

  イ ボウリング場、アイススケート場、ダンスホール、舞台、集会場等、歩行距離 20m 以下 

ごとの設置が困難な場所については、実態に応じた配置とすることができる。 

  ウ 政令別表第１の用途相互の行き来ができない形態の場合は、それぞれの政令別表第１の 

用途に設置すること。 

  エ メゾネット型共同住宅は、一住戸を一階層とみなし、歩行距離 20m 以下となるように設 

置できるものとする。 

  オ 共同住宅で管理上やむを得ない場合は、次によりパイプシャフト等内に設置できるもの 

とする。 

   （ｱ）消火器の標識を扉の前面に表示すること。 

   （ｲ）パイプシャフト等には、消火器を容易に保管、取出しができるスペースを有している 

こと。 

   （ｳ）パイプシャフト等の扉は、常時開放可能であること。 

６ 付加設置消火器の取扱い 

⑴  政令第 10 条第１項に基づき防火対象物に設置される消火器が､省令第６条第３項から第５

項までの規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの、電気設備、ボ

イラー室等に必要とされる消火器と同一の適応性を有し、かつ、能力単位の合計と歩行距離

を満足する場合にあっては、当該消火器による警戒とし、重複設置しないことができるもの

とする。なお、省令第６条第４項により算定された個数は単位数に読み替えるものとする。 

 ⑵  政令第 10 条第１項第４号及び省令第６条３項から第５項までの規定が適用されない屋外

に設置された少量危険物、指定可燃物、変電設備、発電設備等についても、努めて消火器具を

設置すること。★ 
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資料 1 

小規模特定飲食店等の消火器設置基準フローチャート 

 

令別表第一（３）項に掲げる防火対象物※１で、 

｢火を使用する設備又は器具｣※２を設けたもの 

 

 

 

 

当該設備又は器具は、提供する飲食物の調理目 

的であるもの 

 

 

 

 

熱源は火を使用する※３ 

 

 

 

 

｢防火上有効な措置｣※４を講じてない 

 

 

 

 

政令第 10 条第１項第１号ロに該当※５    非該当 

 

 

※１ 政令第 10条は政令第９条の適用

により、令別表第一（16）項に掲げる

防火対象物の（３）項部分も含まれる

ことに留意すること。 

※２ 原則、調理を目的として厨房

設備（条例第３条の４）又は調理を

目的とした｢火を使用する器具｣を対

象とするものであること。 

※３ 法第９条に規定する｢火を使用

する設備又は器具｣に対しての設置強

化となるため、当該設備又は器具が

直接火を使用しないものを除く。 

※４ ｢防火上有効な措置｣とは、次

に掲げる装置を設けるものをいう。 

①調理油過熱防止装置  

②自動消火装置 

③その他の危険な状態の発生を防止

するとともに、発生時における被害

を軽減する安全機能を有する装置(圧

力感知安全装置等) 

※５ 該当となる防火対象物については、次に掲げる事項に留意すること 

①小規模特定飲食店等(政令第10条第１項第１号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150㎡未満のもの)は、

省令第６条第１項、同第２項の規定により、必要な能力単位以上の数値となるよう指導すること。ただし、省令第

６条第５項の規定により、消火器具の能力単位の加算を行わない部分があることに注意すること。 

②小規模特定飲食店等(政令第10条第１項第１号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150㎡未満のもの)は、

｢火を使用する設備又は器具｣が設けられた階の各部分から歩行距離20m以下となる位置に配置されていること 

③条例第35条第１項、同第３項の規定により、管理について権原を有する部分ごとに消火器を設置しなければなら

ない場合があることに注意すること。（条例付加設置） 

④該当となる防火対象物については、消火器の設置指導のほか、法第17条の３の３の規定による点検及び報告につ

いても、指導すること。 


